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新型コロナウイルス感染症拡大防止のための区業務・職員体制の考え方

について 

  

１ 現状の捉え方 

令和５年２月１０日（金）に開催された、国の「新型コロナウイルス感染症対

策本部（第 102 回）」及び、令和５年２月１４日（火）に開催された、東京都

の「東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第 80 回）において、マス

ク着用を含む対応方針の見直しが行われた。 

ついては、区としても、国及び東京都の見直しに沿った形で対応する。 

 

２ 基本的な考え方  

区としては、令和４年９月１３日の東京都の方針を踏まえ、基本的な感染防

止対策の徹底と感染を広げないための行動を区民に呼びかけるとともに、感染

防止を徹底しながら業務を継続してきたが、今回の国及び東京都の見直しを踏

まえ、改めて基本的な考え方を示すこととする。 

また、この考え方については、令和５年３月１３日（月）以降とする。 

  ＜職員の出勤について＞ 

・出勤時等において密集を避けるため、職員の時差出勤については、業務に支

障のない範囲で実施する。 

・職場内における感染拡大防止の観点から、令和２年９月１５日危機対策本部

決定「区職員の新型コロナウイルスへの感染が判明した場合等の当面の対応

について（令和３年６月１８日修正）」の取り扱いを継続する。 

  ＜併せて行う対応方針＞  

・区民に対しては、なるべく少人数の来庁や、混雑時における入場制限等への

協力を依頼するとともに、区側においては、待合場所でお客様の密集状況を

引き起こすことのないよう配慮するとともに、郵送・オンライン形式による

受付等を推進する。 

・会議、打ち合わせにおいては、書面開催やオンライン形式を心がける。 

・多くの区職員が感染若しくは濃厚接触者に特定される等により、職場への出

勤が困難な状況が生じる状況を想定し、各部では、万一の事態に陥った際に

も区民の混乱を回避できるよう、通常業務について、予め定めた維持・縮小・

休止の方針について、常に確認を行う。 

 ＜東京都の措置を踏まえた業務等の継続及び縮小・延期・休止の基本方針＞ 

・高齢者施設、障害者施設、健康支援センター、学校、幼稚園、保育園、児童

館、学童クラブ、放課後子ども教室においては、感染防止策を徹底しながら

運営を継続する。 

・図書館、博物館等においては、密閉・密集・密接といったいずれの密状態に
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ついての回避と、来場者同士の会話の回避等を含む感染拡大防止策を徹底し

ながら運営を行う。 

・不特定多数の参加者のある式典・催し物・講座については、必要に応じてオ

ンライン形式等非対面での開催を検討し、式典等の性質から対面形式での実

施が相応しいと判断される場合については、参加者の体調チェック、手指消

毒などの感染拡大防止策を徹底するほか、ソーシャルディスタンスの確保や

参加者が大きな声を出さないよう配慮しながら運営を行うこととする。 

 ＜基本的な感染予防策の徹底＞ 

・区職員は、一人ひとりが感染拡大を抑制させる意識を強く持ち、区民の行動

の規範となるよう、手洗いの励行や咳エチケット等の適切な行動をはじめ、

令和２年１０月２３日危機対策本部決定「東京都北区 庁内共通新型コロナ

ウイルス及びインフルエンザ感染拡大防止対策（令和５年３月６日修正）」の

取り組みを改めて確認し、徹底する 

 

３ 区貸し出し施設の取扱いについて 

（１） 利用者に関すること 

・施設内では、マスクを着用するかどうかは、個人の主体的な判断に委ねるこ

とを基本とする。なお、混雑時等については、マスク着用の協力を依頼する。 

・こまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒を行う。 

・体調がすぐれない（例：37.5 度以上の発熱がある場合 （または平熱比１度

超過）、咳・のどの痛みなどの症状がある）方については、施設利用を禁止す

る。 

・他の利用者や施設管理者等との距離に配慮する。 

・利用施設内の換気を適宜行う。 

・施設利用にあたっては、密閉・密集・密接といったいずれの密状態の発生に

ついて回避に努めることとし、必要に応じて来館者の制限などを検討する。 

・主催者は、各種業界団体の定めるガイドラインを参考に対策を講じ、感染症  

拡大防止に努める。 

・その他、各施設の定める利用上の注意事項等を遵守するとともに、施設管理

者の指示に従う。 

 

（２） 区貸出施設における個別の活動内容等に係る配慮事項等 

・「大声あり」「大声なし」に関わらず。収容率上限を 50％とする制限を見直

し、「感染防止安全計画」等の策定・実施を前提に、収容定員まで可とする。 

・北とぴあ、赤羽会館、滝野川会館のホール及び講堂のステージ上での歌唱や

演劇、口を使って奏でる楽器の演奏及びこれに類する活動を伴う利用につい

ては、業界団体が定めるガイドラインを遵守するほか、適切な予防策を講じ

ることとする。 



・飲食を伴う利用については、感染防止対策を徹底した上で可とし、長時間に

及ぶ飲食など感染リスクの高い行動を避けることについて、利用者への注意

喚起を図ることとする。 

・バーベキュー場については、東京都の基準に合わせて、利用を行っていく。 

・囲碁、将棋、麻雀等について、競技者はマスクを着用すること、対局中の会

話を控えること、座席の間隔を１ｍ程度確保すること、頻繁な手洗い・手指

消毒を行う等の感染拡大防止策を講じることとする。 

・活動内容の制限については、東京都の方針や近隣区の取扱い等を踏まえ、引

き続き適宜見直しを検討する。 

・貸出中止等によるキャンセル料は、定員に制限を設ける場合のみ、時間帯を

問わず全額を還付する。 

 

４ その他 

・この考え方に記載のない事項で、国、東京都の方針が発出されているものは、

それに準じることとする。 

・この考え方については、新型コロナウイルス感染症の５類移行を踏まえ、５

月７日（日）までとする。 
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（令和５年３月６日修正） 

 

東京都北区 庁内共通新型コロナウイルス及びインフルエンザ感染拡大防止対策 

 

この「東京都北区庁内における新型コロナウイルス及びインフルエンザ感染拡大防止対

策」（以下、「本庁内共通対策」という。）は、区民の皆さまが安心して区庁舎を利用して

いただくとともに、来庁者の方々及び区職員間での感染拡大を防止するため、東京都北区

が全庁をあげて実践する具体的な対策を取りまとめたものである。 

策定にあたっては、庁内全職場に実施したアンケート及び庁内各部の代表者で構成され

た検討会での議論を経て、新型コロナウイルス感染症第危機管理室対策本部第 25 回本部

会議で決定したものである。 

本庁内共通対策については、限られた職員配置の中で、区民サービスの維持・向上を目

指しながら、新型コロナウイルス及びインフルエンザ感染拡大防止にも取り組む必要があ

ることから、実践可能且つ効果的な内容となるよう配慮した。 

職員の皆さんには、本庁内共通対策を着実にお取り組みいただくようお願いする。 

 

Ⅰ．職員の新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザ予防対策 

1. 手洗いの徹底  

・区職員は手洗い、手指消毒を励行する。 

・特に、昼食をはじめとする食事の前とトイレ使用後については、必ず石鹸

で入念に手洗いを行う。 

・特に、建物入庁時には、必ず入口に備え付けられたアルコール手指消毒液

による消毒を行う。 

・特に、新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的とした消毒作業を行った

際、ゴム手袋を外した後は必ず石鹸で入念に手洗いを行う。 

【解説】 

新型コロナウイルスの感染ルートの最たるものは、ウイルスが付着している手

で、自身の目や口に触れることである。手を清潔に保つことが重要であるため、

職員は手洗い・手指消毒を徹底することとする。また、タオルの共用やジェット

タオルの使用は不可とする。ペーパータオルの設置等については、衛生対策上は

望ましいものであるが、使用後のペーパータオルをトイレに流し破損するといっ

た事態が少なからず発生していることから、職員各自が清潔なハンカチ等を携行

し使用することとする。 

 



２．発熱等体調不良時に勤務を控えることについての徹底 

【解説】 

発熱等体調不良を覚えながらも他者と接触することで、感染が広がったケー

スが数多く報告されている。職員は、体調がすぐれない場合は無理をせず出勤

を控え、職場内での感染拡大を未然に防ぐことが重要である。併せて、所属長

等においては、体調不良のある職員に出勤を求めず、また、勤務中に体調不良

となった際には、直ちに他者との接触を回避させるための指示等が求められ

る。 

 

３. マスクについて  

・勤務中のマスクの着用については、個人の主体的な選択を尊重し、着用は  

個人の判断に委ねることを基本とする。ただし、区民や職員について、重 

症化リスクの高い方（高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦など）の感染を 

防ぐため、不特定多数と接触する窓口業務などの場面では、マスクの着用 

を推奨することとし、医療機関・高齢者施設等への訪問時などの場面では 

マスクを着用することとする。 

 

4. その他 

・特に、帰宅直後は手洗いとうがいを実施する。 

 

Ⅱ．庁内環境等の整備 

１. 建物入口への手指消毒液の設置  

・特に、多くの人の出入りのある区役所や北とぴあ、赤羽会館、滝野川会館

等の主要な入口においては、手をかざすことにより非接触でアルコール手

指消毒液が噴霧される機器を適正な個数設置する。 

 

２. 換気の徹底  

・空調を稼働している場合であっても、熱中症等室内温度に配慮しつつ、最

大限窓や扉を開放し換気を行う。 

・窓等がないパーテーションで仕切られたスペースにおいては、必ず３０分

に１回ドアを開け、換気を行う。 

・複数人数で車両に乗車する場合は、常に窓を開け換気を行う。天候の状況



によっては、車内空調を効果的に使用しながら、窓の開け方を工夫する。 

 

３. その他  

・蓋が閉まる洋式トイレを設置している場合「蓋を閉めて流して下さい」等

の表示を行う。 

・トイレで石鹸を備え付けている洗面台では、「新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、トイレ後は石鹸を用いて丁寧に手洗いを行って下さい」等

の表示を行う。 

・室内では加湿器を用いる等、空気の乾燥を避ける措置を講じる。 

 

Ⅲ．来庁者への対応 

１. 手指消毒の積極的な勧奨  

・建物に立ち入る際には、入口に設置しているアルコール手指消毒液により

必ず消毒を行っていただくよう、掲示物の掲出や職員による声掛けを行

う。 

・各窓口等においても、対応する職員が、必ず応対開始時に先ず、手元に設

置してあるアルコール手指消毒液による手指消毒実施の協力を求める。 

 

２. 飛沫防止対策  

・窓口において、２ｍ以上の間隔を確保することが困難な場合、飛散防止フ

ィルムやアクリルパネルを挟んで応対することとする。 

・受付の番号札の配布等を担当している職員で、来庁される方と飛散防止フ

ィルム等を挟んでの対応が困難な場合は、フェイスシールドを着用するこ

とを推奨する。 

・特に、体調不良をきたしている来庁者及び区民の方等と応対する場合は、

職員はフェイスシールドを着用することを推奨する。 

 

３. 待合スペースにおける密集の回避  

・可能な限り来庁を控えてもらうため、電話・郵送・ファックス・E メール



やオンラインシステムなどによる受付を推奨する。 

・多くの方が密集する状況を回避するため、事前予約制や、窓口の混雑状況

をお知らせするシステムを活用するなど、受付の順番が近くなってから、

窓口付近に来ていただくような仕組みを推奨する。 

・近隣の待合スペースに余裕がある場合は、そちらでの待機を案内する。 

・前述の諸対策をもってしても、密集が回避できない場合は、臨時の待合ス

ペースの確保に努めるとともに、長期的な対策が必要な場合は、必要に応

じて庁舎内のレイアウトを見直す等の対策を検討する。 

 

Ⅳ．対策実行の確保 

・各職場の所属長は、週に１回定期的に、全職員に対して本庁内共通対策の

確実な実践を呼びかける。 

・新型コロナウイルス感染症危機管理対策本部の事務局を所管する危機管理

室防災・危機管理課では、定期的に全職員に対し、本庁内共通対策を意識

し、適切に実践しているかを確認するためのアンケートを行う。 
































